
 

長崎市都市計画課  



  

  

 長崎市では、まちづくりを総合的、計画的に進

めていくために、都市計画法に基づいて都市計画を定めています。  

これまでは、主に行政が市全体の状況等を考慮しながら、都市計画を定めてきました

が、都市計画の提案制度の創設により、土地所有者等が一定の条件を満たした上で、「都市

計画区域の整備、開発及び保全の方針」「都市再開発方針」等に関する都市計画を除く、す

べての都市計画について、県及び市町村に都市計画の提案ができるようになりました。  

 この提案制度により、まちづくりに対する地域の取組みなどを都市計画に反映し、まちづ

くりや都市計画に対する住民の関心を高め、主体的・積極的な住民参加を促し、住民と行

政が一体となった、きめ細かいまちづくりを推進していくことができます。  

 長崎市においては、本制度を有効に活用していただくために、制度の周知を図り、支援を

行なっていきます。  

  

  

  

長崎市に都市計画の提案を行なうには、以下の要

件が必要になります。  

① 長崎市が決定する都市計画であること。  

② 提案を行う区域が、０．５ｈａ以上の一体的な一団の土地の区域であること。  

③ 「都市計画マスタープラン」などの都市計画に関する法令上の基準に適合しているこ

と。  

④ 提案区域内の土地所有者等の２／３以上の同意（人数及び面積）を得ていること。  

（算定方法については、土地所有者等の同意の算定方法（別紙）を参照してくださ

い。）  
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１．都市計画の提案制度について 

２．提案に必要な要件について  



 

※ 長崎県決定となる計画提案の場合は、長崎県が対応します。  
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比較的小規模な地区を単位として、きめの細かいよりよいまちづくりの為に定める計画で

す。 長崎市では、３８の地区で地区計画を決定しています。(平成 21 年 9 月 1 日現在)  

 

  

１．地区施設（道路・公園・広場・遊歩道など）の配置及び規模。  

  

２．建物の建て方や街並みのきまり  

（建築物等の用途、容積率・建ぺい率・敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置 

の制限、工作物の設置の制限、建築物の高さ、緑化率、デザイン･色彩･かき･さくなど）  

  

３．土地の利用に関するきまり  

 （緑地の保全など、環境保全の為のきまり）  

6  
 

④地区計画等  



 
 提案に必要な条件を満たした上で、都市計画の提案を行う方は、次のいずれかに該当しな

ければなりません。  

① 土地所有者等：提案区域内の土地の所有権、または建物の所有を目的とする対抗要件

を備えた地上権もしくは借地権（臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明

らかなものを除く）を有する方。  

② まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された、特定非営利活動法   

人（ＮＰＯ法人）、一般社団法人、一般財団法人、独立行政法人都市再生機構、地方住

宅供給公社、もしくは、まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして、都

市計画法施行規則第１３条の３に規定する団体。  

 
① 都市計画提案書  

② 計画説明書  

③ 総括図（1/25,000 以上）・計画図(1/2,500 以上)・計画書・公図の写し  

④ 土地所有者等および関係住民等への説明経緯調書  

⑤ 周辺環境等への影響検討調書  

⑥ 土地所有者等の同意を得たことを証明する書類  

⑦ 事前相談内容に関する回答の写し  

⑧ 周辺住民等への説明の経緯に関する書類  

⑨ 提案する資格を有することを証明する書類  

⑩ 公共施設等の管理者との事前協議書（都市計画法第 34 条第 10 号に該当する開発行為

を行うために地区計画又は集落地区計画を定めることを目的として提案する場合）  

 
長崎市へ提案できる提案については、長崎市都市計画課にてお受けします。  

本制度に関するお問い合わせ、まちづくりに関する要望・相談等お気軽にお尋ね下さい。  

   

長崎市 まちづくり部 都市計画課    Tel 095-829-1169（代表）〒850-8685         

095-829-1169（直通）長崎市魚の町４番１号         Fax 095-829-1168  

 ホームページアドレス https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/650000/651000/p006989.html 

Ｅメールアドレス toshimasu@city.nagasaki.lg.jp  
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５.提案ができる方とは  

６．提案に必要な書類とは  

７．提案の提出先は  



（別紙） 

 

 提案をするには、土地所有者等と土地の面積を対象に、３分の２以上の同意を得る必要が

あります。なお、国又は地方公共団体の所有している土地で、公共の用に供されているもの

は、同意（人数及び面積）の確認の対象からは除きます。  

①土地所有者等の権利者については、当該土地の所有権、又は借地権（建物の所有を目的

とする対抗要件を備えたもの）を有する各々の方すべてを一人の権利者とします。 算出さ

れた総権利者数と同意者の合計人数を比較し、「提案に対する同意」が３分の２以上である

かどうかを確認します。  

②地積については、当該土地の底地地積と、借地権ごとの地積の合計を当該土地の総地積

とします。同様の考え方で同意者の合計地積を計算し、同意者の合計地積が全体の総地積の

３分の２以上であるかどうか確認します。なお、地積計算においては、実測図（不動産登記

法による登記手続き済み又は登記手続きが可能なものに限る）がある場合は、その実測面積

を地積とし、実測図がない場合は、公簿面積を地積とします。  

 

土地所有者の考え方  

権利者数  
Ａさん→1人 Ｈさん→1人Ｂさん→1人 

Ｉさん→1人Ｃさん→1人 Ｊさん→1人Ｄ

さん→1人 Ｋさん→1人  
Ｅさん→０人 Ｌさん→０人Ｆさん→1人 

公園 →０人Ｇさん→1人 市道 →０人     

合計 １０人  
 

 地積の考え方権利地積 

Ａさん → 5,000 ㎡  
Ｂさん → 1,000 ㎡  
Ｃさん → 1,000 ㎡ Ｄ

さん →  500 ㎡ Ｅさん 

→   0 ㎡  
Ｆさん → 1,000 ㎡  
Ｇさん → 1,000 ㎡  
Ｈさん → 1,000 ㎡ Ｉ

さん →  500 ㎡  
Ｊさん →  500 ㎡ Ｋさ

ん → 2,000 ㎡ Ｌさん 

→   0 ㎡ 公園  →   0

㎡ 市道  →   0 ㎡  

  

   合計 13,500 ㎡  

   

土地所有者等の同意の算定方法  



  

 １.土地所有者等の 3分の２の同意の計算の方法 

  

前項の例で土地所有者等は、資材置場の借地権者Ｌ氏と市道・公園の所有者である公共を

除く、土地所有者Ａ・Ｆ・Ｇ・Ｈ・Ｉ・Ｋ氏の６人と住宅建設の為の借地権者Ｂ・Ｃ・ 

Ｄ・Ｊ氏の４人で合わせて土地所有者等は１０人となります。  

よって  

 １０人×２／３≒6.6≦７人 となり７人以上の土地所有者等の同意が必要となる。  

  

  

  

 ２．全体の総地積の３分の２の地積の計算の方法 

  

前項の例で同意対象総地積は、提案の計画区域の地積 12,000 ㎡（0.5ｈａ以上の一団の土

地）から公共施設用地（市道 1,000 ㎡・公園 500 ㎡）を除いた 10,500 ㎡と、住宅建築の為

の借地（①1,000 ㎡・②1,500 ㎡③500 ㎡）3,000 ㎡を加えた 13,500 ㎡となります。  

よって、  

  13,500 ㎡×２／３＝9,000 ㎡ となり同意した土地所有者等が権利を有する土地の合計は

9,000 ㎡以上必要となる。  

  

  

  

 ３．土地所有者等の同意の算定例  

   

 前項の例で土地所有者等Ａ氏Ｂ氏Ｄ氏Ｆ氏Ｇ氏Ｈ氏Ｋ氏が提案に同意したとする時の同意

及び地積の計算は、  

（同意人数）  

Ａ氏（１人）＋Ｂ氏（１人）＋Ｄ氏（１人）＋Ｆ氏（１人）＋Ｇ氏（１人）＋Ｈ氏（１人） 

Ｋ氏（１人）＝７人≧７人で同意人数の要件は満たしている。  

  

（同意者の合計地積）  

5,000 ㎡（Ａ氏）＋1,000 ㎡ (Ｂ氏)＋500 ㎡ (Ｄ氏)＋1,000 ㎡（Ｆ氏）＋1,000 ㎡（Ｇ氏） 

＋1,000 ㎡ (Ｈ氏)＋2,000 ㎡ (Ｋ氏)＝11,500 ㎡ ＞ 9,000 ㎡で面積要件は満たしている。  
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